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刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
）

（
刑
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
六
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６

罰
金
又
は
科
料
の
一
部
を
納
付
し
た
者
に
つ
い
て
の
留
置
の
日
数
は
、
そ
の
残
額
を
留
置
一
日
の
割
合
に
相
当
す
る
金

額
で
除
し
て
得
た
日
数
（
そ
の
日
数
に
一
日
未
満
の
端
数
を
生
じ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
日
と
す
る
。
）
と
す
る
。

第
十
八
条
第
七
項
及
び
第
八
項
を
削
る
。

第
九
十
五
条
第
一
項
中
「
又
は
禁
錮
」
を
「
若
し
く
は
禁
錮
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
」
に
改
め
る
。

第
二
百
十
一
条
第
一
項
中
「
五
十
万
円
」
を
「
百
万
円
」
に
改
め
る
。

第
二
百
三
十
五
条
中
「
懲
役
」
の
下
に
「
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
」
を
加
え
る
。

（
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
百
六
十
一
条
中
「
五
十
万
円
」
を
「
百
万
円
」
に
改
め
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
罰
金
又
は
科
料
の
執
行
（
労
役
場
留
置
の
執
行
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
刑
法
第
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
つ
い
て
科
せ
ら
れ
た
罰
金
又
は
科
料

二

刑
法
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
併
合
罪
と
し
て
処
断
さ
れ
た
罪
に
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
犯
し
た
も
の
と
施

行
後
に
犯
し
た
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
罪
に
当
た
る
行
為
に
つ
い
て
科
せ
ら
れ
た
罰
金

（
裁
判
所
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
、
刑
法
第
百
八
十
六
条
の
罪
、
同
法
第
二
百
三
十
五
条
の
罪
若
し
く
は
そ
の
未
遂
罪
又

は
同
法
」
を
「
又
は
刑
法
第
百
八
十
六
条
、
」
に
、
「
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
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第
四
号
」
に
改
め
る
。




